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新 旧 

第 1条（カードの発行） 

（1）本規約を承認して、タカシマヤカード（以

下「カード」といいます）ご利用のお申し込みを

された方であって、髙島屋ファイナンシャル・パ

ートナーズ株式会社（以下「当社」といいます）

がカードのご利用を承諾した方（以下「本会員」

といいます）にカードを発行いたします。契約は、

当社が承諾した日に成立するものとします。 

 

 
【お問い合わせ先】  
 

【髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会

社】 

〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-12-10 

髙島屋グループ本社ビル 

 

 

第 1条（カードの発行） 

（1）本規約を承認して、タカシマヤカード（以

下「カード」といいます）ご利用のお申し込みを

された方であって、髙島屋クレジット株式会社

（以下「当社」といいます）がカードのご利用を

承諾した方（以下「本会員」といいます）にカー

ドを発行いたします。契約は、当社が承諾した日

に成立するものとします。 

 

 
【お問い合わせ先】 
 

【髙島屋クレジット株式会社】 

 

〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-12-10 

髙島屋グループ本社ビル 

 

 

 

 


